
 

令和２年度事業報告（案） 

 

 

 

 

１ 会議の書面開催  

 ⇒ 協議会構成員、区市町村などによる居住支援や生活支援の取組に関する情報提供を行った。 

・総会    （令和２年 ６月 26日～令和２年  ７月２日） 

・第１回幹事会（令和２年 11月 16日～令和２年 11月 24日） 

 

２ 東京都居住支援協議会パンフレットの改訂（6,500部作成）  

 ⇒ 令和元年２月に発行した居住支援協議会パンフレットの改訂を実施。 

令和２年度協議会に参加していただいた居住支援法人及び令和 2年 12月時点で設立され

ている区市の居住支援協議会を追加。居住支援法人の紹介については、法人の紹介内容を充

実させるため、各法人あたりの掲載スペースを拡充。東京都居住支援協議会ホームページへ

は、居住支援法人の活動の紹介データを先行して掲載。 

＜パンフレット内容＞ 

・居住支援協議会とは（取組の方向性など） 

   ・住宅確保要配慮者に必要なサービスのイメージ 

   ・住宅確保要配慮者に対する施策 

   ・東京都居住支援協議会について（居住支援法人の活動内容紹介など） 

   ・都内の居住支援協議会の紹介 

   ・居住支援に活用できる様々な制度 

   ・住宅確保要配慮者向けの住宅の確保のための空き家活用に向けた空き家実態調査の手順 

 

３ セミナーの開催  

 例年、各団体が積極的に情報交換をし、連携を図るためのきっかけを得る場となるよう、セミ

ナーを開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出と

延長を受けて、開催を中止することとなりました。 

 

４ 賃貸住宅オーナー向けチラシの改訂（44,000部作成）  

⇒ 住宅セーフティネット制度の周知・普及や住宅の登録促進に係る取組として、賃貸住宅オ

ーナー向けチラシを作成。区市町村及び東京都居住支援協議会構成員ほか、賃貸住宅オーナ

ーへ広く周知されるよう、不動産関係団体へ要請し、団体会員へ配布。都協議会ホームペー

ジへもデータ掲載。 

『賃貸住宅オーナーの皆さまへ 高齢者、障害者、低額所得者等で住まいにお困りの方々がいます』     

＜チラシ内容＞ 

    ・住宅セーフティネット・居住支援の仕組みイメージ図 

・セーフティネット住宅への登録シミュレーション 

資料１－１ 

➢ 区市町村による協議会の設立促進・活動支援や、広く都民への啓発活動など
を実施するとともに、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進す
るため、居住支援に関する情報を共有する取組を実施。 

【議案１】令和２年度の事業報告について（案） 



 

貸 主
登録審査機関

･(公財)東京都防災・建築
まちづくりセンター

･八王子市役所（八王子市内の住宅）

セーフティネット住宅
情報提供システム

②登録申請
①登録情報
入力

①’登録情報の
入力を支援

（国土交通省管理） ②’登録の支援

東京都居住支援協議会（事務局：東京都）

東京ささエール住宅登録支援業務事務局
（事務局運営：（株）インターネット）

・用語解説 

・都の指定する居住支援法人一覧 

・セーフティネット住宅登録の問い合わせ先 

 

５ 区市町村による居住支援協議会の設立促進、活動支援に向けた取組  

⇒ 協議会の設立を検討している区市から、設立に向けた相談を個別に受けるなどした。 

・西東京市 令和２年 ７月設立 

・府中市  令和２年 ７月設立 

・足立区  令和２年 12月設立 

・中野区 令和３年 ３月設立 

（令和３年３月末時点で、都内２５区市で設立） 

 

６ セーフティネット住宅の登録促進に係る取組  

東京ささエール住宅として登録を希望する際に必要な 

「セーフティネット住宅情報提供システム」への入力事 

務を期間限定で支援する取り組みを行いました。 

 

・受付期間（期間限定） 

令和２年 12月 3日（木曜日）から 

令和３年 ２月 19日（金曜日）まで 

・業務内容 

 登録事務の支援に係る問い合わせ対応、 

書類の受付・確認、セーフティネット住宅 

登録情報システムにおける入力支援、周知 

活動用チラシの作成 

 

 

 この内容により、国へ実績報告を行い、国庫補助金を受け入れました。 

 

登録支援実施の案内チラシ 

セーフティネット住宅登録支援の流れ 


